
 菊池市四季の里旭志「ふれあい広場・牧場」飼育動物譲渡要領 

  

（趣旨）  

第１条 菊池市四季の里旭志休止に伴い飼育動物の無償譲渡について必要な事項を定める。  

  

（譲渡対象者） 

第２条 原則として県内に所在地又は住所がある者とする。優先順位は、次のとおりとする。  

(1) 菊池市内にある法人・個人 

(2) 熊本県内にある法人・個人 

(3) その他、市長が適当と認める者  

  

（譲渡の条件） 

第３条 次の条件を全て満たすものとする。 

（1） 過去・現在において同種の飼育経験があること。 

（2） 適正な飼育施設を保有していること。 

（3） 獣医師等有資格者と連携が取れていること。 

（4） 譲渡を受ける者の負担により菊池市四季の里旭志まで受け取りが可能であること。 

（5） 各種法令等を遵守すること。 

 

（譲渡動物）  

第４条 譲渡動物は、菊池市四季の里旭志「ふれあい広場・牧場」で飼育している次の動物とす

る。 

（1） ヤギ    27 頭（雄 ７頭 、 雌 20 頭） 

（2） ヒツジ   1 頭（雌 １頭） 

（3） シカ    2 頭（雌 ２頭） 

（4） ラマ    1 頭（雌 １頭） 

（5） カンガルー 2 頭（雌 ２頭） 

（6） ウサギ   2 羽（雄 １頭 、 雌 １頭） 

  

（譲渡申込）  

第５条 動物の譲渡を受けようとする者は、菊池市四季の里旭志「ふれあい広場・牧場」飼育動物

譲渡申込書（別記様式１）を菊池市長に提出するものとする。  

    

（譲渡決定）  

第６条 菊池市長は、前条による申し込みがあったときは譲渡を受けようとする者の申請内容が適

切であるかを審査し、譲渡が適当と認めたときは、速やかに菊池市四季の里旭志「ふれあい広場・

牧場」飼育動物譲渡決定通知書（別記様式２）を送付するものとする。  



２前項の規定にかかわらず、譲渡可能な頭数を超える申し込みがあった場合、第２条各号の優先順

位に基づき決定するものとする。ただし、同一順位内において競合が乗じた場合は、抽選により譲

渡先を決定するものとする。 

 

（動物等の受け取り）  

第７条 譲渡決定通知を受けた者は、譲渡期限内に譲渡動物の受け取りを完了させることとする。

受け取り場所は、菊池市四季の里旭志「ふれあい広場・牧場」内とする。期限内に受け取りを行わ

なかった場合は、譲渡の決定を取り消す場合がある。  

  

（受領）  

第８条 譲渡を受けた者は、菊池市四季の里旭志「ふれあい広場・牧場」飼育動物譲渡条件の同意

および受領書（別記様式３）を菊池市長に提出するものとする。  

  

（譲受者の義務）  

第９条 家畜伝染病予防法対象動物の譲渡を受けた者は、同法に基づく「飼養衛生管理基準」を遵

守し、家畜の衛生管理に関する定期報告を毎年実施しなければならない。  

２ 譲渡後に発生した疾病の治療およびその他の事故等について譲受者がその責を負う。  

３ 動物の受け取り後は、いかなる理由であっても菊池市に対して動物の引取りを求めることはで

きない。  

  

（その他）  

第１０条 この要領に定める以外の事項については、別途菊池市長が定める。  

  

 

 

  



（別記様式１）  

   

菊池市四季の里旭志「ふれあい広場・牧場」飼育動物譲渡申込書  

  

令和  年   月   日 

   

  菊池市長 様  

  

〒  

(代表者)住所  

  

(組織名)  

  

(代表者)氏名                     印＊  

 

(ＴＥＬ)  

 

  貴所飼育動物の譲渡について、菊池市四季の里旭志「ふれあい広場・牧場」飼育動物譲渡 

要領第５条により下記のとおり申し込みます。  

記 

１． 過去・現在において飼育経験のある動物 

 

 

 

２． 飼育場所（場所、施設等がわかる資料を添付してください。） 

 

 

 

 ３．譲渡を受ける目的（必要に応じ資料等を添付してください）  

   

 

  

 ４．譲渡希望動物及び頭羽数  

  

  

   

                                     ＊自筆の場合は、印を省略することができる 



（別記様式２）  

  

菊池市四季の里旭志「ふれあい広場・牧場」飼育動物譲渡決定通知書 

 

菊観第     号 

令和  年   月  日 

                 

                 様 

  

 

                             菊池市長  江頭 実  

 

  令和  年  月  日付けで申し込みのありました菊池市四季の里旭志「ふれあい広場・牧場」 

 飼育動物の譲渡については、下記のとおり決定しましたので通知します。  

  

  

  

記 

  

 １．譲渡動物及び頭羽数  

  

         

  

  

   

 ２．受け取り期限  

  

 

  

                           令和   年  月   日 

                         （決裁日の 1 か月後の日付） 

 

  

  

次項の注意事項をご確認ください。  

 

 

 



譲渡に当たっての注意事項 

◇ 事前に譲渡予定動物の確認を希望される場合には菊池市観光振興課までお申し出ください。  

◇ 動物の死亡や疾病、家畜伝染病の発生などの特別な事情が発生した場合には、譲渡を取り 

消すことがあります。  

◇ 動物の受け取り時にお持ちいただくもの  

・別記様式３ 

菊池市四季の里旭志「ふれあい広場・牧場」飼育動物譲渡条件の同意及び受領書 

  

・動物を運搬するのに必要なロープや首輪など  

 

  



（別記様式３）  

   

菊池市四季の里旭志「ふれあい広場・牧場」飼育動物譲渡条件の同意及び受領書 

 

令和  年   月   日 

   菊池市長 様  

 

(代表者)住所  

  

(組織名)  

  

(代表者)氏名                     印 

 

  下記の譲渡条件に同意し、動物を確かに受領しました。  

  また､譲渡する動物の特性及び状態等に関する情報提供を確かに受けました。  

  

記  

 １．譲渡条件  

□ 家畜伝染病予防法に基づく「飼養衛生管理基準」を遵守し、動物の衛生管理に関する定期報

告を毎年実施します（同法対象動物を譲渡する場合）。  

□ 動物の特性を理解し適切に飼育します。譲渡後の疾病、事故等に関して譲受者の責任で対処

し、菊池市に対して動物の治療や引取りを求めることはしません。  

□ 動物の防疫対策のため、菊池市より家畜保健衛生所あてに住所、電話番号、氏名、譲渡頭数

等の情報を報告することに同意します。  

（菊池市からの動物譲渡及び防疫対策のための県関係機関への情報提供以外には個人情報を

利用しません。）  

  

２．受領した動物  

  

  

 ３．頭羽数  

 

 

 


